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令和２年 第１回 臨時 

 

摂 津 市 教 育 委 員 会 会 議 録 

 

開催日時      令和２年２月２６日（水）     午後０時００分開会 

                 午後１時００分閉会 

 

開催場所     摂津市役所 新館７階 講堂  

 

付議事件   

議案番号 件       名 審議結果 

１ 各課事業における新型コロナウィルスについての対応の件 承認 
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出 席 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

教育長職務代理者 

委 員 

委 員 

委 員 

 

箸尾谷知也 

福 元  実

大 矢 優 子 

山手知榮子 

西 川 俊 孝 

 

教育次長兼教育総務部長  

教 育 政 策 課 長 

学 校 教 育 課 長 

学校教育課参事 

教 育 支 援 課 長 

兼教育センター所長 

教育総務部参事 

兼生涯学習課長 

学校教育課長代理 

教育政策課係員 

北 野 人 士 

松 田 紀 子 

河 平 浩 一 

山 根 隆 寛 

 

大 﨑 貴 子 

 

早 川  茂 

井 上 良 太 

窪  秀 昭 

次 世 代 育 成 部 長 

次 世 代 育 成 部 参 事 

兼 子 育 て 支 援 課 長 

家 庭 児 童 相 談 課 長 

こ ど も 教 育 課 長 

 

 

小 林 寿 弘 

 

石原幸一郎 

木 下 伸 記 

浅 田 明 典 
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教育長 

 

 

 

 

 

 

教育政策課長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

大矢委員 

 

 

教育長 

 

 

西川委員 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

ただいまから、令和２年第１回教育委員会臨時会を開催いたしま

す。本日の署名委員は山手委員です。よろしくお願いいたします。 

本日は付議事件が１件ございます。 

それでは、議案第７号、「各課事業における新型コロナウィルス

についての対応の件」について、教育政策課から説明をお願いしま

す。 

 

議案第７号、「各課事業における新型コロナウィルスについての

対応の件」について、ご説明申し上げ承認を求めるものです。 

 

【以下、議案書等により説明】 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

本市の新型コロナウィルス対策本部の会議で、３月２４日まで主

催のイベントについては、原則、延期または中止すると決定されま

したので、教育委員会あるいは学校園所等が主催しています行事に

ついてもそれに倣って、中止または延期をします。ただし、７ペー

ジにあります、（１）の学校園所行事等、（２）の会議・研修等につ

いては実施することについて承認をいただきたいと思います。 

 

新型コロナウィルス対策本部はどのようなメンバーで構成され

ているのでしょうか。 

 

市長を本部長としまして、副市長、教育長、各部の部長級職員で

構成されています。 

 

「１、２週間のウィルスの潜伏期間を踏まえた健康観察期間を勘

案し」というのは国で決めたことですが、３月２４日までを感染防

止の重要な期間と決めたのは摂津市独自の判断のようですね。３月

２４日をどのように決めたのかを教えていただきたいのと、近隣他

市の教育委員会の対応状況がどうなっているか教えていただきた

いです。 

 

２月２５日に対策本部が開催されました。事態収束の瀬戸際とな

る２週間と、ウィルスの潜伏期間を踏まえた健康観察期間として設
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次世代育成部長 

 

 

 

山手委員 

 

 

教育長 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

教育長 

 

 

 

山手委員 

 

 

学校教育課長 

 

 

教育長 

 

西川委員 

 

定されている２週間を合わせて、２月２５日から４週間を期間とす

るということで３月２４日となっています。 

近隣他市につきましては、摂津市を含めてほとんどの市町村が延

期または中止をしています。 

卒業式については、三島地区の市は、例外として実施するという

ことを、昨日の段階で確認しています。 

 

近隣の地域で３月末まで予定を決めているのが、能勢町、豊能町、

吹田市です。３月２０日までというのが、池田市、箕面市、豊中市、

茨木市、高槻市、島本町です。 

 

小中学校の卒業式の参加対象は本人、保護者、地域の方というこ

とは今まで通りということでしょうか。 

 

もし、実施するにあたっての留意点、条件が必要であるというこ

とであれば、ご意見をいただきたいと思います。 

事務局としては、どう考えているのでしょうか。 

 

保護者のみの参加とし、祖父母の参加は不可とするよう考えてい

ます。 

 

高齢の方が重篤になるという例があります。例年の卒業式では、

保護者に加えて、祖父母も参加されていますが、今回はご遠慮いた

だきたいと思っています。 

 

地域の方には高齢の方が多いのですが、それはやむを得ないとい

うことですね。 

 

地域の方については、高齢かどうかに関わりなく参加していただ

く予定です。 

 

そこはこれから各学校とも調整していきたいと思います。 

 

各学校で案内を作る時に懸念していますのは、それぞれの学校の

案内の作り方によって、留意点の伝わり方に差が出てくるのではな
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教育長 

 

 

大矢委員 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長職務代理者 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

山手委員 

 

いかということです。地域の方も交流があると思いますので、地域

の方の参加が可能ということであれば、不満が出てしまいますの

で、事務局でも案内を精査していただきますようお願いします。 

 

その点につきましては、事務局と校長会等と連携していきたいと

考えています。 

 

祖父母には出席をご遠慮いただくということですが、家庭によっ

ては、保護者が出席できないということもあります。子どもにとっ

ては、一生に一回のことで、それを写真に残せないことにはなって

欲しくありませんので、そこは柔軟な対応をお願いしたいと思いま

す。 

 

その点につきましても、学校とも協議していきたいと思います

が、そういった条件については、混乱しないように、例えば、保護

者が出席できない場合は、祖父母の方の出席も認めますというよう

に、書面で明示する必要があります。 

 

特に、小学校では祖父母の出席が多いです。祖父母に対して、年

齢的な理由で出席を遠慮してもらうとなった時に、来賓の方が同年

代であったのならば、祖父母の方が納得されるのかが心配ですの

で、そういったことも書面で説明できたらと思います。 

 

単純に年齢で区切るのは難しい面があります。 

市の方針には、特に重症化のおそれが高い高齢者などを対象とし

たイベント、という記載がありますので、教育委員会としては、保

護者にできるだけ絞りたいという考えなのですが、その方法が難し

いということになりますと、高齢者の出席を可能とする余地もある

と思います。 

 

記載内容の案としては、市及び市の関係者、児童生徒、保護者の

みで行うということで、考えています。 

 

各学校は保護者への案内はすでに配っているのでしょうか。読み

聞かせや農業委員として、２、３日前に案内が届いています。 
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学校教育課長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

全委員 

 

教育長 

 

 

 

教育政策課長 

 

 

教育長 

 

 

 

全校の把握はしていませんが、すでに配っている学校があると聞

いています。 

 

昨日の国の方針を受けて、今回協議をさせていただいています。

今後も、国の方針で、例えば、卒業式の中止が出てくることがある

と、変更になることもあります。事務局職員だけが情報を持つだけ

でなく、それを各学校等の機関や保護者、市民に伝わるような対応

をしなければならないと思います。 

卒業式に関する文面についてですが、保護者のみとした時に、今

までと文面は違ってくるのでしょうか。今までは、保護者という書

き方で、祖父母も来られていたのではないでしょうか。もし、そう

であるなら、今までと同様に祖父母の方も来られるのではないので

しょうか。 

 

各学校がどのような案内文書を送っているのかは把握できてお

りませんが、今の案では、祖父母の方も出席されることになるかも

しれませんので、なんらかの記載が必要であると思っております。 

 

文書の書き方は事務局で検討したいと思います。 

高齢の方の出席を見合わせていただくという方針はいかがでし

ょうか。 

 

異議なし。 

 

こちらについては、その方針で進めます。 

「２．中止を決定するもの」については、延期はないということ

でよろしいでしょうか。 

 

基本的に中止としますが、例外的に実施しなければいけないもの

につきましては、実施します。 

 

実施するものと、中止するものの判断の基準はどこにあるのでし

ょうか。 
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教育政策課長 

 

 

西川委員 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西川委員 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

西川委員 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

西川委員 

 

 

山手委員 

市の対応方針に基づき、この期間に実施する必要があるものにつ

いて、各課で判断しています。 

 

現時点での、文部科学省の方針を確認したいのですが、卒業式等

の扱いはどうなっていますか。 

 

大阪府から正式に通知されているわけではありませんが、文部科

学省のホームページを確認しますと、学校の卒業式・入学式の開催

に関する考え方では、現時点で政府として一律の自粛要請を行うも

のではありませんが、特に感染が発生している地域におかれまして

は、学校の設置者において、実施方法の変更や延期等を含め、対応

を検討していただく、というように示されています。 

その方法として、例えば、参加人数を抑えること、参加者の間隔

をできるだけ開けること、式典の内容の精選により短時間で行う、

別室で行うなどという対応が示されています。 

 

発生している地域に関しては、そういう対応をして実施するとい

うことでしょうか。 

近隣他市の状況はいかがでしょうか。 

 

現時点では、近隣他市で感染者がいるという情報はありません。 

本市においても同様です。 

 

ということは通常通り実施しても支障がないという判断になる

と思いますが、いかがでしょうか。 

 

通常通りで行えると思いますが、「市主催のイベントの取扱いに

ついて」にありますとおり、実施する場合については、咳エチケッ

ト、手洗いなどを周知・徹底することなどの留意事項に従って行い

たいと思います。 

 

留意事項に則ったことが教育委員会でできるかどうかはこれか

らお願いしたいと思います。 

 

「市主催イベントの取扱いについて」に記載されています「２．
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教育政策課長 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

イベント等を実施する場合の留意事項」で、具体的にはどのように

して留意事項を守っていただくのでしょうか。 

 

市主催イベント等で使用する手指消毒剤等につきましては、現

在、防災管財課で一括して管理しています。教育委員会の主催事業

でも、それを借りて配付します。マスク等につきましても、基本的

に主催者から案内する際に、できるだけマスクを着用するようお願

いします。もし、会場でマスクをせず、咳き込んでいる方がおられ

る場合等には、咳エチケットとして防災管財課から借りたマスクを

配付します。 

 

あと、座席間隔を広げるといったことなどは学校と調整しなが

ら、行っていきたいと思います。 

今後、状況が変わり、新しく方針を決定することもあると思いま

すので、その時には私に一任いただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

 

他に何かご意見・ご質問等はございますか。それでは特にござい

ませんので、議案第７号、「各課事業における新型コロナウィルス

についての対応の件」については承認いたします。 

では、本日の案件は全て終了いたしました。 

これをもちまして、本日の臨時教育委員会議を終了いたします。

ご苦労様でした。 

 


